
（徳島県公共施設ユニバーサルデザイン）

ＵＤ用品使ったその場でＰＲ事業応募要領

趣旨

徳島県（以下「県」という ）では，ユニバーサルデザイン（以下「ＵＤという 」に。 。）

よるまちづくりの必要性等を広く県民に啓発するため，協賛する企業・団体等（以下「企

」 。） （ 「 」業等 という の名称をＵＤロゴマーク付きＰＲ看板やＰＲシート 以下 ＰＲ看板等

という ）に表示し，企業等との協働により，ＵＤによるまちづくりをＰＲすることを目。

的として「ＵＤ用品使ったその場でＰＲ事業 （以下「ＰＲ事業」という ）を実施しま」 。

す。

また，この趣旨に賛同して，ＰＲ看板等の設置に協力していただける企業等を募集しま

す。

第１ 企業等の応募資格

１ 次の（１ （２ （３）の全てに該当する企業等とします。）， ），

（１）法人又は団体であること。

（２）次に掲げる企業等でないこと。

①風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）で規制されるもの

②消費者金融に係るもの

③たばこに係るもの

④賭博・ギャンブル（宝くじに係るものを除く）に係るもの

⑤法律に定めのない医業（医療）類似行為に係るもの

⑥政治性又は宗教性を有する法人又は団体

⑦暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

⑧その他，県有資産に表示する業種・業者として適当でないと認められるもの

（３）法律，法律に基づく命令，条例，規則等に違反した者，県の指名停止措置を受

けている者等でないこと。

２ 個人商店等は対象となります。

３ 個人は対象外とします。

第２ 対象となる施設

ユニバーサルデザインの考えに基づき整備された県（県土整備部及び各総合県民局県土

整備部に限る ）が管理する次の施設を対象とします。なお，各施設における具体的な設。

置場所については，別途，各施設管理者等との協議により決定します。

（１）道路

（２）河川

（３）公園

（４）港湾

（５）砂防

（６）県営住宅

（７）その他



第３ 役割について

１ 企業等

①企業等には，ＰＲ看板等の製作及び設置に係る費用等を負担いただきます。

②ＰＲ看板等を設置するにあたっては，各施設管理者の立会及び指示のもと行

うこととします。

２ 県

①徳島県ホームページで企業等の名称を紹介させていただき，希望により，当該

企業等のホームページへのリンクをさせていただきます。

第４ 応募方法等について

１ 提出書類 応募申込書（別紙様式）

必要に応じて次の書類の提出を求めることがあります。

・商業登記事項証明書（原本）

・定款（最新のもの）

・その他県が必要と認める書類

２ 応募期間 随時受付

３ 書類提出先及び

問い合わせ先 徳島県県土整備部建設管理課技術管理担当

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

電話088-621-2622

４ 書類提出方法 持参又は郵送

※問い合わせ及び書類を持参で提出する場合は，土曜日，日曜日，国民の祝日に関す

る法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日（国民の祝日

に関する法律による休日を除く ）を除く平日の午前８時３０分から午後６時１５。

分まで（正午から午後１時までを除く ）とします。。

第５ 企業等の決定等

１ 企業等の決定方法等

（１）県は，ＵＤ用品使ったその場でＰＲ事業実施要領に基づき，応募企業等の適否

を判断し，決定します。なお，ＰＲ看板等が未設置の場所に複数の応募があっ

た場合は，事務所・事業所等が近い企業等とします。ただし，自治会・任意団

体等で事務所・事業所等のない団体の場合は別途調整します。

（２）決定までの期間は，応募申込書の提出後，概ね３０日以内とします。

（３）審査結果は，応募者に速やかに文書で通知します。なお，審査内容についての

問い合わせには一切応じられません。

２ 企業等の決定の取り消し

次のいずれかに該当する場合は，協定締結後であっても決定を取り消します。

①企業等が，第１で定める応募資格を失った場合。

②著しく社会的信用を損なう等，企業等としてふさわしくないと県が判断した

場合。



第６ 協定の締結

ＰＲ事業の実施にあたっては，企業等と県が 「ＵＤ用品使ったその場でＰＲ事業協定，

書」を締結します。

協定期間は，原則３年間とします。

なお，特に異存がない場合は，両者協議の上，協定期間を延伸することができます。

第７ ＰＲ看板等

１ 設置場所

ＰＲ看板等は，各施設の維持管理上支障がない場所に設置するものとします。

２ 仕様及び寸法等

ＰＲ看板等の種類と素材は次のとおりとし，寸法等は別図のとおりとします。

なお，種類については （１）及び（２）のどちらかを選択することができます。，

（１）立看板

徳島県産木材を使用すること。

（２）床面貼付型シート

樹脂製素材を使用すること。

３ 設置期間

ＰＲ看板等の設置期間は協定期間とし，期間終了後，県において撤去します。ただ

し，県において撤去する必要が生じた場合，あるいは，企業等に第１に反すること

， ， 。が判明した場合は 協定期間にかかわらず ＰＲ看板等を撤去等するものとします

この場合，企業等は一切の請求権を有しないものとします。

なお，協定期間の延伸を行った場合は，継続して設置することができます。

第８ その他

企業等は，自身が管理する情報発信媒体において，当該事業の活動状況を紹介すること

ができます。なお，掲載するにあたっては，事前に問い合わせ先までご相談ください。



別図（立看板・支柱）

（単位：mm）

（単位：mm） （単位：mm）

（備考）

・T2=T3+T4とする。

・支柱は2本使用すること。

・支柱高は最大長であり，設置現場において調整すること。
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別図（立看板・文字記載部分）

（厚さ：5mmとする。）

（指定文字フォント）

ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進しています ／ 徳島県

→ Ｍ＋フォントまたはＩＰＡフォントを標準とし，サイズは1.5cm以上とする。

（企業広告文）

→ フォントサイズは指定文字フォントのサイズを越えないようにする。

なお，社章については適用されない。

→ ロゴ等を使用しない場合は，広告文字スペースとして使用しても構わない。

（ロゴのスペースと広告文字スペースの間を含む）

→ フォントを選択する際は，商用利用等の可否に関する著作権に留意すること。

（単位：mm）

H5：H6＝2：１とする。
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別図（床面貼付型シート）

（指定文字フォント）

ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進しています ／ 徳島県

→ Ｍ＋フォントまたはＩＰＡフォントを標準とし，サイズは1.5cm以上とする。

（企業広告文）

→ フォントサイズは指定文字フォントのサイズを越えないようにする。

なお，社章については適用されない。

→ ロゴ等を使用しない場合は，広告文字スペースとして使用しても構わない。

（ロゴのスペースと広告文字スペースの間を含む）

→ フォントを選択する際は，商用利用等の可否に関する著作権に留意すること。

（単位：mm） （単位：mm）
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